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仙台コンベンションシャトルバス等補助制度 

仙台市内で開催するコンベンション（スポーツ大会･展示会等を除く）で、参加者が分散会場間等の移動のため

のバス等運行に要する経費の一部を補助しております。  

 

１．補助金額  

バス等借上料総額の半額までとし、1 回のコンベンションにつき 50 万円を限度とします。  

２．補助の対象  

補助の対象とするコンベンションは、次に掲げるすべての要件を満たすものとします。  

(１) 主たる会場が仙台市内で 2 会場以上の分散するコンベンションであること  

(２) 参加者総数が 1,000 人以上、かつ会期が 2日間以上であること  

(３) 国際又は全国規模であり、かつ、参加者総数に占める県外参加者の割合が６割以上であること  

(４) 資金計画、主催団体の組織が明確であり、適切に運用されていること  

(５) 営利を目的としないものであること  

(６) 主催団体が国又は地方公共団体以外の、公益目的に資する団体であること  

(７) 産業、経済の振興又は学術、芸術、文化の振興に寄与するものであること  

(８) 暴力団等との関係を有していないものであること 

 ３．申請受付と交付方法 

申請の締切  開催 1カ月前までの申請  

交  付  開催終了後の実績報告書等の適合を確認後、助成額を確定し交付します。  

  

貸 付 金 制 度  
コンベンション開催準備のために無利息での貸付制度です。  

貸付限度額  200万円 

※ 市内開催かつ東北規模以上の非営利の国内外の会議で総予算額の 20％以内  

※ 貸付期間：会議開催 2 年前から終了後、2 ヶ月以内で、かつ 2 年以内の期間   

 

小規模国際学術会議助成制度  

仙台市内で開催される 50 人以上 100 人未満（会期 1 日の場合は 100 名以上も可）の国際学術会議に対し

て、20 万円を上限として助成します。  
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